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船舶事故調査報告書 

                                   

平成２３年９月２９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                                                      委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２３年３月２１日 ０７時１５分ごろ 

発生場所 山口県徳山下松港 

 周南市徳山下松港徳山築港防波堤灯台から真方位２７５°１８０ｍ付近 

（概位 北緯３４°０３.０′ 東経１３１°４７.７′）  

事故調査の経過 平成２３年５月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油送船 第八十三東洋
とうよう

丸、４９８トン 

１３２９９２、個人所有 

６５.０５ｍ×１０.００ｍ×４.５０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年２月５日 

Ｂ 油送船 富士川
ふ じ か わ

丸、１９９トン 

１３３０２５、山崎汽船有限会社 

４８.０３ｍ×８.００ｍ×３.４５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年２月２４日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１３年４月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月１日 

    免状有効期間満了日 平成２８年４月３日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   三級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和５２年６月２４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月６日 

    免状有効期間満了日 平成２６年８月２８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ バルバスバウ凹損 

Ｂ 船尾ペイント剥離 

 事故の経過 Ａ船は、徳山下松港の晴海岸壁に船首両舷錨を投錨のうえ船尾着けし、

Ｂ船も、Ａ船から右方に約３ｍ隔て、右舷錨鎖を約１００ｍ、左舷錨鎖を

約９０ｍそれぞれ伸出し、左舷錨の投錨場所がＡ船寄りとなる状況で晴海

岸壁に船尾着けしていた。 

Ｂ船は、船長Ｂほか３人が乗り組み、船首に一等航海士Ｂと甲板長Ｂ

を、船尾に機関長Ｂを配置し、船長Ｂが操船に当たり、船首両舷錨の錨鎖

を巻きながら、前進して晴海岸壁から離岸した。 



- 2 - 

船尾配置の機関長Ｂは、係留索を放して機関室に戻った。 

Ｂ船は、北西風を船尾方向から受け、投錨場所よりも流されたので、船

長Ｂが錨鎖の巻取りに支障が生じると思い、機関を後進に掛け、すぐに中

立として錨鎖の巻取り作業を見守っていた。 

船長Ｂは、Ｂ船の船尾部がＡ船の船首部に接近していることに気付いた

が、プロペラがＡ船の錨鎖に接触すると思い、機関を使用せず、平成２３

年３月２１日０７時１５分ごろ、Ｂ船の船尾部がＡ船の船首部に衝突し

た。 

 気象・海象 

  

気象：天気 曇り、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の初期 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

Ａ船は、徳山下松港の晴海岸壁に船首両舷錨を

投錨して船尾着けしていたものと考えられる。 

Ｂ船は、晴海岸壁から離岸作業中、揚錨してい

る間に北西風により圧流されていたが、船長Ｂが

揚錨作業を見ていて船尾方の適切な見張りを行っ

ていなかったことから、Ａ船に接近し、Ａ船の船

首部と衝突したものと考えられる。 

船尾配置の機関長Ｂは、Ｂ船が揚錨してＡ船の

船首を通過するまで配置に就き、Ａ船への接近状

況を船長に報告していれば、本事故の発生を回避

できた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、徳山下松港の晴海岸壁において、Ａ船が船尾着け中、Ｂ船が

離岸作業中、Ｂ船が揚錨している間に北西風により圧流されていたが、船

長Ｂが揚錨作業を見ていて船尾方の適切な見張りを行っていなかったた

め、Ｂ船がＡ船に接近し、両船が衝突したことにより発生したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船長は、各出港配置の担当者に状況を報告するよう指示すること 

・出港配置に就いている者は、船長が部署配置を解くまで配置を離れ

ず、船舶の安全が確保できるよう周囲の状況を船長に報告すること 

 




